
i n f o r m a t i o n

う
る
ま
市
小
規
模
工
事
等
契
約
希
望

者
登
録
の
追
加
受
付
に
つ
い
て

検
査
課

☎
９
６
５
―
５
６
０
５

う
る
ま
市
が
発
注
す
る
小
規
模
な
工
事
や

修
繕
等
に
係
る
平
成
23
・
24
年
度
う
る
ま
市

小
規
模
工
事
等
契
約
希
望
者
登
録
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

平
成
23
年
６
月
１
日（
水
）〜

平
成
25
年
２
月
28
日（
木
）

（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
午
前
８
時
30

分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
午
後
５
時
）

【
受
付
場
所
】
検
査
課
（
石
川
庁
舎
２
階
）

【
対
象
】
う
る
ま
市
内
に
主
た
る
事
業
所
ま

た
は
住
所
を
有
す
る
者
（
市
内
に
本
社
、

本
店
を
有
す
る
法
人
ま
た
は
代
表
者
が
市

内
在
住
で
あ
る
市
内
の
個
人
事
業
者
を
い

い
ま
す
）

※
た
だ
し
、
入
札
参
加
資
格
申
請
の
手
続
き

を
行
っ
て
い
る
方
は
対
象
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

【
申
請
方
法
】検
査
課
窓
口（
石
川
庁
舎
２
階
）

で
要
領
、
運
用
基
準
お
よ
び
関
係
様
式
等

の
配
布
お
よ
び
受
付
を
行
い
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
各
課
の
案
内
」
↓

「
検
査
課
」
か
ら
提
出
要
領
等
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
申
請
書
類
確
認
の
た
め
提
出
は
持
参
の
み

に
な
り
ま
す
（
郵
送
不
可
）

※
現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
希
望
者
に
つ
い
て

は
、
登
録
期
間
が
平
成
23
年
３
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
23
・
24
年

平
成
23
・
24
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
追
加
受
付
に
つ
い
て

検
査
課

☎
９
６
５
―
５
６
０
５

　

平
成
23
・
24
年
度
に
う
る
ま
市
が
発
注
す

る
「
建
設
工
事
」
お
よ
び
「
測
量
及
び
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
委
託
」
の
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
の
追
加
受
付
を
行
い
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

平
成
23
年
６
月
１
日（
水
）〜

平
成
24
年
11
月
30
日（
金
）

（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
午
前
８
時
30

分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
午
後
５
時
）

【
受
付
場
所
】
検
査
課
（
石
川
庁
舎
２
階
）

【
対
象
】
う
る
ま
市
に
本
社
を
有
す
る
会
社

【
申
請
方
法
】
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
提

出
要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

提
出
要
領
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
各
課

の
案
内
」
↓
「
検
査
課
」
か
ら
提
出
要
領

お
よ
び
様
式
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
な
り
ま

す
。
独
自
で
購
入
し
た
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
に

入
力
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

今
回
か
ら
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
の
配
布

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
申
請
書
類
確
認
の
た
め
提
出
は
持
参
の
み

に
な
り
ま
す
。（
郵
送
不
可
）

※
既
に
申
請
を
行
っ
て
い
る
会
社
の
登
録
業

種
等
の
追
加
、
変
更
は
対
象
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

緑
の
募
金「
緑
化
種
苗
資
材
等
支
給
」

事
業
に
つ
い
て

農
政
課

☎
９
６
５
―
５
６
２
４

　

緑
の
募
金
へ
の
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
市
民
の
皆
様
や
事
業
所
に
ご
協
力

い
た
だ
き
多
く
の
募
金
が
集
ま
り
ま
し
た
。

県
緑
化
推
進
委
員
会
を
通
し
て
、
県
内
や
国

内
の
緑
化
活
動
に
活
か
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
た
森
林
の
整
備
や

緑
化
等
の
復
興
支
援
も
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

農
政
課
で
は
、
緑
の
募
金
活
動
の
一
環
と

し
て
、
市
内
の
緑
化
を
目
的
と
し
た
種
苗
や

苗
木
等
の
支
給
を
行
い
ま
す
。
支
給
予
算
額

は
、
各
種
団
体
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
農
政
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対　

象
】
市
内
自
治
会
、
小
中
高
校
、
幼

稚
園
、
保
育
園
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等

【
申
込
方
法
】
所
定
様
式
に
よ
り
申
請
書
を

提
出

【
申
込
期
限
】
６
月
24
日（
金
）ま
で

労
働
保
険
年
度
更
新
の
お
知
ら
せ

企
業
立
地
雇
用
推
進
課

☎
９
６
５
―
５
６
１
１

　

労
働
保
険
は
、
労
働
者
を
雇
用
す
る
事
業

主
が
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
険
制
度

で
す
。
事
業
主
は
、
平
成
22
年
度
に
申
告
し

た
概
算
保
険
料
の
精
算
と
平
成
23
年
度
の
概

算
保
険
料
の
申
告
・
納
付
を
行
う
年
度
更
新

度
も
希
望
さ
れ
る
場
合
は
新
た
に
登
録
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

の
手
続
き
を
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
手
続

き
は
、
年
度
途
中
の
事
業
終
了
後
、
確
定
申

告
が
ま
だ
の
場
合
、
賃
金
支
払
い
・
元
請
け

工
事
の
な
い
場
合
等
で
あ
っ
て
も
必
ず
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

【
更
新
期
間
】

　

６
月
１
日（
水
）〜
７
月
11
日（
月
）

【
と
こ
ろ
】
申
告
・
納
付
は
、
労
働
保
険
徴

収
室
、
労
働
基
準
監
督
署
で
随
時
受
付

※
最
寄
り
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
に
お
い
て

も
、
申
告
・
納
付
の
手
続
き
を
行
う
こ
と

が
可
能
で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

・
沖
縄
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
８
６
８
ー
４
０
３
８

・
沖
縄
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
９
８
２
ー
１
２
６
３
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